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ハロートレーニング
（公共職業訓練）

～急がば学べ～



１ 国立職業リハビリテーションセンターの概要
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● 設置・運営
昭和５４年に労働省（現厚生労働省）により設置。（埼玉県所沢市）
（法令に基づき）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営。

● 設置の趣旨
(隣接の)障害者リハビリテーションセンターとの一体的、有機的連携の下に職業評価、職業指導及び職業訓練を

一貫した体系の下に実施し（＝職業リハビリテーション）、障害者の職業的自立を促進する。

●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 第４期中期目標（２０１８年度～２０２２年度）
国立職業リハビリテーションセンターは、「企業ニーズに的確に対応するとともに、障害者の職域
拡大を念頭において、より就職に結びつく職業訓練の実施・指導技法等の開発に努めること。」

国立職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

・障害者職業ｶｳﾝｾﾗｰを配置
・障害特性に応じた職業評価、
職業指導、就職支援を系統的
に実施
・雇用する事業主への助言援助

・職業訓練指導員を配置
・個別カリキュラムによる

職業訓練を実施

・障害特性に応じた効果
的な技能指導を実施

中央広域障害者職業ｾﾝﾀｰ 中央障害者職業能力開発校

一体的
運 営

※職業訓練と職業指導とが一体となったきめ細かく、かつ高度なサービス提供が可能

雇用
定着

障害者の雇用の促進等に関する法律第１９条 職業能力開発促進法第１６条
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機構が運営する広域センターの特徴①

① 障害者職業カウンセラーと職業訓練指導員が連携して適応支援と職業訓練を実施

職業適性等を把握するための職業評価、就職に必要な技能・知識等を習得するための職業訓練、職
業訓練やその後の職業生活に適応するための適応支援、就職活動の支援や必要な情報の提供等を
行う職業指導等、
個々の特性・能力に応じたきめ細かな総合的な職業リハビリテーションサービスを提供

② 年間を通じた入所機会を設定（随時入所、随時終了） ＜多くの能開校は年1～2回入校＞

＜国立職業リハビリテーションセンター＞
・ 年間で10回の入所日を設定

※ 障害別の入所時期を設けずに、すべての障害種類で共通に、年間１０回の受入れ

・ 見学説明会の毎月開催等により広く情報発信

国立職業リハビリテーションセンター

中央広域障害者職業センター
中央障害者職業能力開発校

国立吉備高原職業ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

吉備高原広域障害者職業センター
吉備高原障害者職業能力開発校

国立・都道府県営の障害者能開校（１１校）、府県立・営の障害者能開校（６校）との違い
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機構が運営する広域センターの特徴②

③ 障害特性、能力、適性等に合わせた個別支援の実施

国立・都道府県営の能開校（１１校）、府県立・営の能開校（６校）との違い

④ 先導的な職業訓練等の実施とその成果の普及

・ 適性検査、訓練科での作業体験、面接等の実施による綿密な職業評価を実施し、
一人ひとりの障害特性、能力、適性等を把握（職業リハビリテーション計画の策定）

○ 一人ひとりに合わせた個別のカリキュラムを作成

・ すべての訓練生を対象として、入所当初に導入期の訓練を設け、作業体験等により障害特性等の把握・
自己理解の促進と対応法の調整等を実施した上で、各訓練科で技能・技術を習得

○ 就職先の仕事内容に合わせた企業連携職業訓練を実施

・ 異なる環境下では業務の円滑・的確な遂行が困難となる者、身体動作の制限が多く特別な機器・設備が
必要となる者を対象

・ 採用の可能性のある企業の協力の下、採用された場合に必要となる能力を付与するための特注型の訓練
メニューを作成し、施設内訓練と企業内訓練を実施

・ 先導的な職業訓練実施の成果のもとに、職業訓練内容、指導技法等を他の障害者職業能力開発校等に
提供することにより、障害者職業訓練全体のレベルアップに貢献



建築系 【5】

メカトロ系 【20】

機械製図科 (５)
・機械ＣＡＤコース

テクニカルオペレーション科 (10)
・ＦＡシステムコース
・組立・検査・物品管理コース

電子機器科 (５)
・電子技術・ＣＡＤコース

建築設計科（５）
・建築ＣＡＤコース

訓練系・訓練科・訓練コース（４系 １０科 １７コース 定員１８０人）

身体 高次脳 難病発達精神

ビジネス情報系【110】 ＯＡシステム科 (25)
・ソフトウェア開発コース
・システム活用コース
・視覚障害者情報アクセスコース

ＤＴＰ・Ｗｅｂ技術科 (15)
・ＤＴＰコース ・Ｗｅｂコース

OA事務科 (60) ・ＯＡビジネスコース

経理事務科 (10) ・会計ビジネスコース

視覚

職域開発系 【45】 職域開発科 (25)
・物流・組立ワークコース
・オフィスワークコース

職業実務科 (20)
・販売・物流ワークコース
・オフィスワークコース
・ホテル・アメニティワークコース

高次脳発達精神

知的
6

職業訓練の概要（１）
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※「専門的な技能習得訓練」と「適応支援」のウエイトが異なります。

一般科 職域開発科

職場環境・訓練環境への
配慮の整理

補完手段活用の支援

社会生活技能習得支援

専門的な技能習得
専門的な技能習得

に重点

補完手段活用等の支援

職域開発科とその他の科（一般科）の差異について

※ 適応支援
生活リズム、自己対処能力（補完手段活用）、社会生活技能の習得に関する支援や
訓練環境等への配慮の整理に関する支援



○１年間の流れ

○１日の訓練時間

○１週間の訓練時間

時限 時間

1・2 8:50～10:30

休憩 （10分）

3・4 10:40～12:20

休憩 （60分）

5・6 13:20～15:00

休憩 （10分）

7 15:10～16:00

曜日 月 火 水 木 金

時間 ７ ７ ６ ６ ６

職業訓練の概要（２）

企業連携・職場実習

就職活動
ビジネス
マナー

ＩＴ
基礎訓練

訓練科での訓練受講
修
了

導入期の
訓練(※1)

入
所

３週間
１年間 1,400時間 (※2)

※１ 導入期の訓練では、「安定受講」や「困っていること、作業のやりにくさ」について整理し、
訓練場面や就労場面で活用できる対応法を習得します。

※２ 重度視覚障害者を対象とした視覚障害者情報アクセス
コースは、情報アクセス機器の操作方法習得のための
導入訓練と組合わせて、訓練期間は１年３ヶ月間とな
ります。

・土曜・日曜日、国民の祝日は訓練はありません。

・夏季、年末・年始、年度末・年度初めに1週間程度の訓練休
があります。
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センターには食堂はありません。
障リハ病院食堂・コンビニの利用、
仕出し弁当の注文、または、ご自分
で用意してください。
障リハに入所されている方は、障

リハでとることができます。

訓練生活（服装・費用・昼食）

入学金・受講料は無料です。
作業服、受験料、受験参考

書等は自己負担になります。

制服はありません。社会人
として職場に相応しい服装で
受講をお願いします。
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① 服装

② 費用

③ 昼食
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9

障害種別入所者数推移

153 145 134

※定員：180人
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訓練科 主な訓練内容 主な就職職種

機械製図科 機械加工、2次元ＣＡＤ、3次元ＣＡＤ 機械加工、機械設計補助

電子機器科 電子機器組立、電子ＣＡＤ、電子制御 電子機器組立・検査

テクニカルオペレーション科 機械加工、電気制御
機械仕上げ、組立、配線、測定、部品管理、倉
庫業務

電子・電気・機械組立、部品管
理

建築設計科 建築設計、設備機器、2次元ＣＡＤ、3次元ＣＡＤ ＣＡＤオペレーター

DTP・Web技術科 ＤＴＰシステムを活用したチラシ、ポスター作製 印刷、出版、ＤＴＰ関連業務

OAシステム科 情報セキュリティ、プログラムの設計・開発
情報セキュリティ、ネットワーク管理、Webペー
ジ作成
視覚障害者用アクセス機器・ソフトを活用した
ＯＡ機器での事務処理

システム開発、プログラマ、シ
ステム管理、ネットワーク管理、
一般事務、ＯＡ事務

経理事務科 簿記、税務、財務、販売、ＯＡ機器での事務処
理

経理事務、総務事務、営業事
務

OA事務科 事務、ＯＡ機器での事務処理 一般事務、総務・営業事務

職域開発科 物流作業、製品の組立、ＯＡ機器でのデータ入
力、事務補助

物流、製造、製造補助
一般事務、事務補助、データ
入力

職業実務科 物流作業、ＯＡ機器でのデータ入力、事務補助、
清掃、食器洗浄

物流、商品管理、一般事務、
事務補助、データ入力、ホテ
ル、清掃業務、厨房関連業務

10

訓練科別の主な就職職種
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身体障害者・難病・高次脳機能障害者 知的障害者・精神障害者・発達障害者

宿舎利用 通 所 通 所 の み

市 町 村

障害支援区分認定

ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成

ハ ロ ー ワ ー ク

職業相談 ・ 求職登録

国立障害者リハビリ
テーションセンター

＜自立支援局＞
宿舎利用

障害者総合支援法に基づく
サービス利用の開始

職リハ入所申込書類の送付

地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー

事
前
相
談(

予
備
評
価)

国立職業リハビリテーションセンター 連携

協
力

連
携

サービス利用の流れ①(利用開始までの流れ)



入 所 希 望 者 （求職登録 ⇒ 入所申請）

Ⅰ 職業評価

入所決定会議 （入所の可否、訓練コースの決定 等）

職業リハビリテーション計画の策定

受講指示・推薦 （ハローワーク）

入 所

Ⅱ 職業訓練の実施

Ⅲ 職業指導の実施

修 了

ケース会議 （中期）

修了決定会議 （ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ方針等）

就 職 、 職場適応 フォローアップ

地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー

ハ

ロ

ー

ワ

ー

ク

就

労

支

援

機

関

等

連携

入所

サービス利用の流れ②(入所申請から修了までの流れ)



国立障害者リハビリテーションセンターの施設入所
支援（宿舎）の利用について

身体障害、難病、高次脳機能障害のある方であって遠隔地にお住ま

いの方や通所が困難な方等で、施設入所支援（宿舎）の利用を希望

される場合は、国立障害者リハビリテーションセンターの利用申請

手続きを行ったうえで当センターへ入所申請を行ってください。

＜宿舎利用に関するお問い合わせ先＞

国立障害者リハビリテーションセンター

総合相談課 電話 04-2995-3100（代表）

FAX 04-2992-4525（直通）

11
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職業評価に係る宿泊施設（ホテル等）の利用について

①身体障害、高次脳機能障害、難病のある方のうち新規学校卒
業予定の方について

・職業評価の受検に当たって、障害者リハビリテーションセン

ター宿舎の利用ができません。居住地から通所が困難な方に

ついては、職リハが契約した宿泊施設（ホテル等）の利用が

できます。

②精神障害、発達障害のある方（新規学校卒業予定の方含む）

・障害者リハビリテーションセンター宿舎の利用ができません。

職業評価の受検に当たって、居住地から通所が困難な方につ

いては、職リハが契約した宿泊施設（ホテル等）の利用がで

きます。なお訓練受講中は、通所可能なところにアパートな

ど居住場所を自分で用意していただきます。



おわりに ～ 訓練修了者の感想から

入所したことで、自分の障害
をよく理解することができ、特
性を踏まえて、どう対応すれ
ばいいかも学ぶことができま
した。また、訓練以外でも就
職活動では多くのサポートを
して頂きました。

社会人のマナーを一から学
べたこと、技能を身につけ
られたこと、そして職場実
習を通して良い就職先にめ
ぐり会えたことです。発達障
害に対しての支援が整備さ
れているように感じました。

物流・組み立てコースで、
自分の知らなかった社
会のルールや仕事の適
性を知り、目指すべき就
職先の候補を見つける
ことができました。

入社2年目になりました。人事の方

から契約更新の話があり、今は仕
事に全力で頑張っています。

職リハセンターから是非当社に入
社してほしいなと思います。仕事と
は何なのか、就職活動の苦労を感
じてほしいなと思っております。

セルフマネージメント訓練で、
自分の課題を考えることに
より、いざという時の対処法
を知ることができたのがとて
もよかった。自分の問題を
見つめ、考える時間を与え
てくれたことに感謝します。

一人ひとりのペースに合わせ
てカリキュラムを作成してもら
い、また、何かあればすぐに相
談できる環境が安心して職業
訓練に取り組むことができまし
た。
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受傷等で休職中の方のための 

復職に向けた職業訓練（６ヶ月）のご案内 
 

国立職業リハビリテーションセンターでは、受傷等により休職している身体障害、高

次脳機能障害等を有する方のための復職のための職業訓練を実施しています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立職業リハビリテーションセンター 

対 象 者 ：疾病、事故等で休職し職場復帰を目指している 

・身体障害者手帳を取得している方 ・高次脳機能障害のある方 ・難病のある方等 

入 所 日 ：随時（いつでも応募可能です） 

訓練期間：原則６ヶ月間 

★復職時期等に応じて6 か月以内で柔軟に設定することも可能ですので、お気軽にご相 

談ください。 

受 講 料 ：無料（教材費等は実費を負担していただきます） 

利用要件：①休職中であって、在籍している事業所への復職を希望していること。 

     ②復職を進めるにあたって、事業所が当センターの訓練受講について同意を 

していること。 

実 施 例 職場復帰後の職務を想定した職業訓練を実施します。 

 

 
 

視 覚 障 害 者 

 

 

 

 

肢 体 不 自 由 者 高 次 脳 機 能 障 害 者 

 

訓 練 内 容 

●スケジュールの自己管理 

●補完方法の習得（付箋・ 

TO・DO リストの活用） 

●OA 機器の基本操作方法の 

習得 

●復帰後の事務作業（データ入

力等）を想定した技能の習得 

 

脳梗塞により高次脳機能障害を

受障。工場の生産ライン工から事

務職へ職種転換を図るために、新

たな技能・知識の習得、記憶・遂

行機能障害を補完する代償手段の

獲得を目指して入校 

疾病により視覚障害を受障。事

務職の業務をスムーズに進められ

るようにするために、視覚障害者

用アクセス機器およびアクセスソ

フトの活用方法の習得を目指して

入校 

訓 練 内 容 

●拡大読書器の活用 

●画面読み上げソフト・画面 

拡大ソフトの活用 

●復帰後の業務（従業員の勤 

怠入力等）を想定した技能 

の習得 

交通事故で身体障害（両下肢機

能）を受障。現場監督からCAD

オペレータへの職種転換を図るた

めに、新たな技能、知識の習得を

目指して入校 

訓 練 内 容 

●建築設計・リフォームに関 

する２次元および３次元 CAD

等に関する知識・技能の習得 

●OA 機器の基本操作方法の 

習得 

 
 



 

 
 
・対象者の障害状況やスキル、事業主のオーダー等を踏まえて所属する訓練科を決定し、訓練カ

リキュラムをオーダーメイドで設定します。そのため、復職後の具体的な職務内容を想定した訓

練を行うことができます。 

・事業主に対し、対象者の障害状況や事業所の環境等を踏まえた復職後の職務内容の設定や、作

業環境の変更及び障害特性に応じた支援機器の導入等の環境調整に係る支援を実施します。 
 
【訓練科・訓練コース】 

訓練科 訓練コース

機械製図科 機械CADコース

電子機器科 電子技術・CADコース

FAシステムコース

組立・検査・物品管理コース

建築設計科 建築CADコース

DTPコース

Webコース

ソフトウエア開発コース

システム活用コース

視覚障害者情報アクセスコース

経理事務科 会計ビジネスコース

OA事務科 OAビジネスコース

物流・組立ワークコース

オフィスワークコース
職域開発科

テクニカルオペレーション科

DTP・Web技術科

OAシステム科

★訓練コースの詳細につきましては、当センターホームページ（http://www.nvrcd.ac.jp/）

または２０２１年度版の「ごあんない」をご覧ください。 

 

 

 
 

①

② 事業所面接（必要に応じ
事業所訪問）
・事業所の意向、事業所
   環境の把握

③ 訓練の説明・見学

申
　

　
請

入
　

　
所

希望する職種に応
じた作業評価
（１～２日）

受講希望者面接・評価
・本人の意向、状態像の
   把握相

　

　
談

事
業

所
の
同
意

作
業

評
価
（

必
要
に

応
じ
て
）

 
 
 

訓 練 の 特 長 

 

 

訓 練 受 講 ま で の 流 れ 

http://www.nvrcd.ac.jp/%EF%BC%89%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%91%E5%B9%B4%E5%BA%A6
http://www.nvrcd.ac.jp/%EF%BC%89%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%91%E5%B9%B4%E5%BA%A6


国立職業リハビリテーションセンターにおける
高次脳機能障害者に対する職業訓練について

ハロートレーニング
（公共職業訓練）

～急がば学べ～



就業場面におけるコミュニケーション方法等対人スキ
ルの技能付与等、職場適応力の向上を重視した訓練を実施。

① 個々の障害特性や状況に応じた指導及び支援

② 職場における対人技能の習得

③ 各種作業体験によるマッチングする職域の開発

④ 記憶・注意といった職業に必要な認知機能の維持・向上

⑤ 補完手段や補完方法の習得

⑥ 相談によるニーズ把握と希望指向の支援

⑦ 説明と同意（インフォームドコンセント）

１ 高次脳機能障害者に対する支援の考え方

（１） 支援の基本的な考え方
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（２） 障害の特性を踏まえた支援の視点

① 障害を受けたことへの感情（喪失感、悲壮感など）

② コミュニケーション面での課題

③ 障害特性の多様性

④ 障害特性の自己理解の促進

→ 補完方法の獲得における成功体験の積み重ね

⑤ 職業上の課題等に影響する特性の理解

→ 身体機能面

→ 家族等との人間関係の不調

→ 不安、不眠、抑うつなどの精神的不調

→ 受障による意欲低下

→ 家族、職場関係者の障害に対する理解

⑥ 高次脳機能障害の特性を踏まえた支援アプローチ（※）
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※高次脳機能障害の特性を踏まえた支援アプローチ

4

支援のアプローチ



（３） 認知行動課程を踏まえた支援の視点

状況認知

セルフ
モニタリング

情報整理
情報統合

作業メモリー
（記憶）

注意・集中

入力段階（受信機能）
思考・判断・調整段階

（処理機能）
出力段階（送信機能）

知
覚

（五感）

刺激

適切な
言語的・非言語的表現

行動・動作

問題
なければ

問題
あれば

※認知行動過程の障害とは、知覚してから頭の中で判断して、行動に移す情報処理の過程が障
害されることを指します。（広義での認知障害と捉えます）

補完方法

※補完方法とは、障害を補うための対象者の行動（補完行動）、障害を補うために道具等を活用す
る手段（補完手段）の総称を指します。
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脳の負担軽減の
習慣化

•新しいことを覚えるのに時間が掛かる

•注意の持続ができない

•複数のことに注意が向けられない

•自分で計画し実行することが難しい

•感情のコントロールができない

•言葉がうまく出てこない

（４） 補完方法の検討

脳が
疲れやすい

ミスの
発生

障害との
向き合い

補完方法
の試行

成功体験
補完方法
の定着

安定した
作業遂行

休憩、メモ、復唱、
ポインティング、
マーキング etc.

職業準備
性の向上
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ﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ＋読み上げ入力（3桁区切り読み）

６３５、

数値入力
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メモリーノート(重要メモ）＋ポストイット

【分類内容の整理】

各部署の定義と
キーワードを記入
したポストイット

ファイル整理

8



用紙を重ねて行なう

納品書 請求書

計 計

納品書を折り、「計」の欄を並べる

数値チェック
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品名カードを置く位置＋定規を使う

品名カード

物品請求書

物品請求書作成

定規
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個々の状況に応じた補完方法の活用例

携帯電話に
メモ書き

作業手順書を確認

スケジュール
は机の上に

定時の仕事はアラーム
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２ 高次脳機能障害者に対する職業訓練

各訓練コースにおける
基礎的知識・技能の
習得を目指す

汎用的な課題に基づく
企業での業務を意識
した訓練を実施

基礎的な訓練 応用的な訓練

企業業務を想定した
内容での訓練を実施

実践的な訓練

3ヵ月 6ヵ月 9ヵ月 12ヵ月

就職活動（求人検索・求人応募・面接会参加）

・職場実習
・企業連携職業訓練（※）

就職準備（資料作成・模擬面接・企業研究）

訓練開始から

※企業連携職業訓練
精神・発達・高次脳機能障害者等の特別支援障害者を対象に、雇入れを検討している企業との密接な協力により、
特注型の訓練メニューによるセンターにおける訓練と企業内での訓練を組み合わせた職業訓練や、採用・職場定着
のための支援を行う。

就
職
・フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

高次脳機能障害者
にとっては特に重要

２～３W

導
入
期
の
訓
練
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※ 企業連携職業訓練（概要）

異なる就業環境下では業務の円滑・的確な遂行が困難となる
者（精神・発達・高次脳機能障害者 等）

身体動作の制限が多く特別の機器・設備のもとで職業訓練を
行い、職業能力を身につけることが必要な者（上肢障害・脳性

まひ・視覚障害者 等）

特別支援障害者

雇入れを検討している企業との密接な協力により、特注型
の訓練メニューによるセンターにおける訓練と企業内での
訓練を組み合わせた職業訓練や、採用・職場定着のため
の支援を行います。

を対象に、

・集合訓練が困難で、障害の様態に応じた個別的対応が必要

・障害の様態に応じた職業訓練に係る技法・経験が十分蓄積されておらず、
新たな技能習得ノウハウの開発・試行等の対応が必要

・適切に対応できる医療機関等専門家や支援者との継続的な連携が必要
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企業内での訓練

※ 企業連携職業訓練（流れ）

訓練生への支援 企業への支援

汎用性のある技能の訓練
（センター内での訓練）

必要な支援機器・設備や支援に当たる職場の
体制等、就業環境の整備に関するアドバイス

企業のニーズ等を踏まえた特注型の訓練メニューの作成 （職務分析による訓練環境構築）

企業内での訓練に向けた特注技能の訓練
（センター内での事前訓練）

特定技能の訓練結果を踏まえた
指導技能等の伝達

企業内での訓練結果を踏まえた補完訓練
（センター内での訓練）

就 職

技能面のフォローアップとキャリアプラン作りのための支援

技能習得状況の確認と支援 指導技法等のアドバイス
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３．高次脳機能障害者の職場復帰訓練
（１） 求職者訓練と職場復帰訓練

各訓練コースにおける基
礎的知識・技能の
習得を目指す

汎用的な課題に基づく企
業での業務を意識
した訓練を実施

基礎的な訓練 応用的な訓練
企業業務を想定した
内容での訓練を実施

実践的な訓練

3ヵ月 6ヵ月 9ヵ月 12ヵ月

職場実習・企業連携職業訓練

訓練開始から

就
職
・

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

2～3w

導
入
期
の
訓
練

求職者訓練 ： 普通課程の普通職業訓練

復職先業務を想定した
内容での訓練を実施

実務的な訓練

3ヵ月 6ヵ月

職務分析→事前訓練

訓練開始から

復
職
・

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

1ヵ月

特
性
把
握
期

休職者訓練 ：職場復帰を目的とした短期過程の普通職業訓練

休職者訓練の実務的訓練の
組み立て方は、

求職者訓練の実践訓練期における
「就職を目的とした職場実習」と

ほぼ同等ではあるが、
訓練期間が短期であるゆえに
より迅速さと綿密さが必要。
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（２） 職場復帰訓練の流れ（イメージ）

１月目 ２月目 ３月目 ４月目 ５月目 訓練終了後
職リハ

事業所

６月目

＜特性把握・補完方法獲得＞
基礎的能力や障害状況の把握、
補完方法の獲得、職業準備性

（社会適応面）の向上

事前相談

情報収集、
職務分析

＜実務的な職業訓練＞
事業所の職務内容に合わせた

復職課題での訓練

＜会議①＞

訓練状況報告、
職務調整

＜会議②＞

訓練結果報告、
支援方法総括

フォロー
アップ

復帰計画
の調整

職場復帰
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